
令和元年度第２３回人事委員会議

日 時 令和２年３月２５日（水）１５時００分～

場 所 人事委員会室

出席者 平田委員長 木村委員 山本委員

新谷垣内事務局長 大岩総務課長 武田職員課長

薗部総務課副課長 山下職員課副課長 坂口課長補佐 平井主任

議 題

１ 前回議事録の承認について

平田委員長から、前回議事録の承認の件を上程し、全委員異議なく原案

のとおり承認した。

２ 議事事項

議 案 第 ７ ８ 号 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第

１２３号）第７条の３の規定に基づく「和歌山県人事委

員会事務局障害者活躍推進計画」の制定及び同法第７８

条第１項の規定に基づく「障害者雇用推進者」の選任に

ついて

大岩総務課長から、和歌山県人事委員会事務局障害者活躍推進計画案及

び障害者雇用推進者の選任案について説明があり、審議の結果、原案のと

おり決定した。

議 案 第 ７ ９ 号 職員の給与に関する規則（昭和３２年和歌山県人事委員

会規則第２３号）の一部改正について

武田職員課長から、改正内容について説明があり、審議の結果、原案の

とおり決定した。

議 案 第 ８ ０ 号 教育職員の給与に関する規則（昭和３２年和歌山県人事

委員会規則第２４号）の一部改正について

武田職員課長から、改正内容について説明があり、審議の結果、原案の

とおり決定した。

議 案 第 ８ １ 号 警察職員の給与に関する規則（昭和２９年和歌山県人事

委員会規則第８号）の一部改正について

武田職員課長から、改正内容について説明があり、審議の結果、原案の

とおり決定した。



議 案 第 ８ ２ 号 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成

５年和歌山県人事委員会規則第１号）の一部改正につい

て

武田職員課長から、改正内容について説明があり、審議の結果、原案の

とおり決定した。

議 案 第 ８ ３ 号 教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

（平成５年和歌山県人事委員会規則第２号）の一部改正

について

武田職員課長から、改正内容について説明があり、審議の結果、原案の

とおり決定した。

議 案 第 ８ ４ 号 義務教育等教員特別手当に関する規則（昭和５１年和歌

山県人事委員会規則第１０号）の一部改正について

武田職員課長から、改正内容について説明があり、審議の結果、原案の

とおり決定した。

議 案 第 ８ ５ 号 教育職員の管理職員特別勤務手当に関する規則（平成３

年和歌山県人事委員会規則第１７号）の一部改正につい

て

武田職員課長から、改正内容について説明があり、審議の結果、原案の

とおり決定した。

議 案 第 ８ ６ 号 職員の退職手当の調整額に関する規則（平成１８年和歌

山県人事委員会規則第２９号）の一部改正について

武田職員課長から、改正内容について説明があり、審議の結果、原案の

とおり決定した。

議 案 第 ８ ７ 号 職員の管理職手当に関する規則（昭和３９年和歌山県人事

委員会規則第１１号）の一部改正について

武田職員課長から、改正内容について説明があり、審議の結果、原案の

とおり決定した。

議 案 第 ８ ８ 号 管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１年和歌山県人

事委員会規則第１９号）の一部改正について

武田職員課長から、改正内容について説明があり、審議の結果、原案の

とおり決定した。



議 案 第 ８ ９ 号 和歌山県に公平委員会事務を委託している地方公共団体

の管理職員等の範囲を定める規則（平成２９年和歌山県

人事委員会規則第１３号）の一部改正について

武田職員課長から、改正内容について説明があり、審議の結果、原案の

とおり決定した。

議 案 第 ９ ０ 号 勤勉手当の支給基準に関する規則（平成１８年和歌山県

人事委員会規則第１８号）の一部改正について

武田職員課長から、改正内容について説明があり、審議の結果、原案の

とおり決定した。

議 案 第 ９ １ 号 職員の苦情処理に関する規則（平成１７年和歌山県人事

委員会規則第４３号）の一部改正について

武田職員課長から、改正内容について説明があり、審議の結果、原案の

とおり決定した。

議 案 第 ９ ２ 号 人事委員会の権限の一部を人事委員会の事務局長に委任

する規則（昭和２７年和歌山県人事委員会規則第２号）

の一部改正について

武田職員課長から、改正内容について説明があり、審議の結果、原案の

とおり決定した。

議 案 第 ９ ３ 号 人事委員会事務局職員の人事異動について

大岩総務課長から、令和２年４月１日付け事務局職員の人事異動につい

て説明があり、全委員が了承した。

３０議案第２６号 平成３０年和人委（審）第１号事案に係る審査請求につ

いて（継続審議）

武田職員課長から、第２回口頭審理記録書について説明があり、審議の

結果、原案のとおり承認し、全委員が署名、押印した。

また、当事者からの申出による口頭審理記録書の閲覧、複写又は複製を

許可することを決定した。

さらに、それらの施行に関する事務を事務局長に委任することを決定し

た。

３ 報告事項

報 第 ４ ７ 号 苦情相談の処理について

武田職員課長から、職員からあった苦情相談の概要及び処理状況につい

て報告があった。



４ その他

大岩総務課長から、就職氷河期世代を対象とした職員採用試験及び職務

経験者を対象としたＵＩターン型職員採用試験の第１次試験における新型

コロナ対策について説明があった。

大岩総務課長から、Ⅰ種一般行政職特別枠におけるアピール論文試験の

実施方法の変更について説明があった。

武田職員課長から、勤務条件に関する実態調査（実地調査）の実施結果

について報告があった。

以上


